
	（様式第１）


	同　意　書
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日


愛知県知事殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用水管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貴殿が管理されている道路配水施設へ下記の申請者が

　　　　　雨水
　　合併処理浄化槽の処理水
　　水質汚濁防止法に規定する特定事業場からの排出水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を放流することについては、同意します。

１　申請者
住　所
氏　名

２　申請場所


３　申請理由










（様式第２－１）

	誓　約　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
愛知県知事殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　私は、下表の場所において、雨水を道路排水施設へ放流するにあたり、下記のことを誓約します。
記
１　下水道が供用されたときは、速やかに下水道に接続します。
　　なお、排水管による放流の場合、他の排水に支障がなければ、同時に当該排水管を撤去します。
２　本件工事で設置した排水管の維持管理及び補修は、私が責任をもって行います。
３　民地に設置した枡の堆積物の除去等の清掃を行います。
４　放流水に起因して道路排水施設の清掃等の必要性又は苦情が発生した場合は、私の責任において解決します。
５　道路排水施設からの逆流により民地内に被害が生じた場合、道路管理者に対し責を問いません。
６　県が行う側溝工事等の道路工事の施工に際しては、積極的に協力します。
７　雨水浸透施設の設置が必要な場合は、適切な施工を実施するとともに、完了後は、施設の機能が確保できるよう点検、清掃、補修を行います。
８　第三者に土地、建物の所有権等を移転する場合は、上記の事項について第三者に承継します。

（表）

	
	路線名
	
	

	
	地先名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※道路管理者記載欄）
	文書番号
	

	承認・許可年月日
	　　　　　年　　月　　日

	
	




（様式第２－２）

	誓　約　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
愛知県知事殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　私は、下表の場所において、合併処理浄化槽の処理水を道路排水施設へ放流するにあたり、下記のことを誓約します。
記
１　公共下水道又は農業集落排水処理施設が供用されたときは、速やかに公共下水道等への接続に切り替えます。
なお、排水管による放流の場合、他の排水に支障がなければ、同時に当該排水管を撤去します。
２　本件工事で設置した排水管の維持管理及び補修は、私が責任をもって行います。
３　浄化槽法に定める保守点検、清掃、水質に関する検査を確実に履行するとともに、民地に設置した枡の堆積物の除去等の清掃を行います。
４　放流水に起因して道路排水施設の清掃等の必要性又は苦情が発生した場合は、私の責任において解決します。
５　道路排水施設からの逆流により民地内に被害が生じた場合、道路管理者に対し責を問いません。
６　県が行う側溝工事等の道路工事の施工に際しては、積極的に協力します。
７　第三者に土地、建物の所有権等を移転する場合は、上記の事項について第三者に承継します。

（表）

	
	路線名
	
	

	
	地先名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	



（※道路管理者記載欄）
	文書番号
	

	承認・許可年月日
	年　　月　　日

	
	





（様式第２－３）

	誓　約　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
愛知県知事殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　私は、下表の場所において、水質汚濁防止法に規定する特定事業場からの排水を道路排水施設へ放流するにあたり、下記のことを誓約します。
記
１　下水道が供用されたときは、速やかに当該施設への接続に切り替えます。
　　なお、不要となった排水管は撤去します。
２　本件工事で設置した排水管の維持管理及び補修は、私が責任をもって行います。
３　排水については、水質汚濁防止法及び水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準を定める条例ほか関係法令等を遵守するとともに、民地に設置した枡の堆積物の除去等の清掃を行います。
４　放流水に起因して道路排水施設の清掃等の必要性又は苦情が発生した場合は、私の責任において解決します。
５　道路排水施設からの逆流により民地内に被害が生じた場合、道路管理者に対し責を問いません。
６　県が行う側溝工事等の道路工事の施工に際しては、積極的に協力します。
７　雨水浸透施設の設置が必要な場合は、適切な施工をするとともに、完了後は、施設の機能が確保できるよう点検、清掃、補修を行います。
８　第三者に土地、建物の所有権等を移転する場合は、上記の事項について第三者に承継します。

（表）

	
	路線名
	
	

	
	地先名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※道路管理者記載欄）
	文書番号
	

	承認・許可年月日
	年　　月　　日

	
	






工事仕様書


１．工事を施工しようとするときは、あらかじめ道路管理者（以下｢管理者｣という。）に届け出て、その指示を受けて工事施工標示を設置し、施工するものとする。

２．工事中は工事標識を設け、夜間は赤色燈により交通事故を起こさないよう特に注意する。

３．工事の着手および完了のときは、管理者に届け出て、指示検査を受ける。

４．工事に関する一切の費用は、申請者の負担とする。

５．工事着手前に必ず所轄警察署長の許可を受ける。

６．器材その他土砂等を路上に放置し、一般交通に支障を与えないようにする。

７．工事の施工は申請書図面によるほか、次の事項に特に留意する。
盛土、埋戻しは十分つき固め、工事完成後沈下及び破損の発生のないよう施工し、後日沈下破損の場合は、その呼戻工事として施工する。

８．工事の施工にあたっては、愛知県建設局土木部建設企画課　土木工事標準仕様書を遵守する。なお、愛知県建設局土木部建設企画課ホームページにて、最新のものを確認する。
（HPアドレス：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/）

